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事前評価２ 春の町団地市営住宅整備事業 



公共事業評価に関する検討会議及び市民意見を踏まえた市の対応方針 

（対象事業：春の町団地市営住宅整備事業） 

 

対応方針 

 

 計画どおり実施 

対応方針決定の理由 

 
市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するものである。 
本市においては、市民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な施策の方向

性を示す「北九州市住生活基本計画」において、市営住宅を、住宅のセーフティネット機能

として位置づけている。 
  また、北九州市公共施設マネジメント実行計画等に基づき、管理戸数を縮減しながら、集

約・再配置を進めている。 
本事業においては、今後 10 年程度で耐用年数を迎える八幡東区の５団地と戸畑区の１団

地を総合的に考慮し、既存の市営住宅を可能な限り活用し、事業費を抑えた効率的な事業計

画としている。 
この中で、建設地となり得る春の町団地は、生活利便性の良い場所に立地する大規模団地

であるが、集約する建物を含め老朽化が進んでおり、居住環境等の早期改善が必要な団地で

ある。 
本事業を実施することにより、現状の課題が改善され、必要性や有効性が十分に認められ

ること、安全性、快適性の向上が図られ、高齢者をはじめ、全ての人が安全に暮らせる、よ

り良好な居住環境が形成されると共に、集約、再配置により生じた余剰地を有効活用するこ

とで、地域の活性化に資することができる。 
以上を踏まえ、本事業を実施することで良好な居住環境が形成され、効率的、効果的な

方法で集約建替えが行われることから、計画どおり実施することを対応方針（案）として

決定した。 
なお、公共事業調整会議では、今後、公共施設マネジメント実行計画に基づき、市営住

宅の戸数の縮減について、効率的に実施していくため、市内県営住宅との連携を図ること

や、今後の市営住宅の建替えについて、PFI の導入方法の検討が必要との意見があった。 
これらの意見については、今後の市営住宅に関する具体的な計画策定を行う中で、県営

住宅を含めた市内公営住宅の効率的な建替手法及び PFI 導入について、検討していきた

い。 
これを受けて実施した「公共事業評価に関する検討会議（有識者による会議）」では、

本事業を計画どおり進めていくことについて、「異論はない」との意見をいただき、あわ

せて今後の事業の推進にあたっての留意点が示された。 
続いて、これらの留意点を踏まえた対応方針（案）について市民意見を募集したが、意

見の提出はなかったため、本事業については本検討会議で示された留意点を踏まえて計画

どおり実施することとする。 
 
〇公共事業評価に関する検討会議における留意点とその対応 
 別紙「公共事業評価に関する検討会議における留意点とその対応」のとおり 
 

 



公共事業評価に関する検討会議における留意点とその対応 

（対象事業：春の町団地市営住宅整備事業） 

 

 
 公共事業評価に関する 

検討会議での意見 
市の対応方針（案） 

（１） 

福祉政策との 

連携について 

 

市営住宅の集約建替にあたっては、

公共施設マネジメント実行計画に掲

げる総量抑制の方針を勘案するとと

もに、全市的な福祉政策の一環とし

て、良好な住環境を市民に提供すると

いう意識を持って、事業を進めるこ

と。 

また、社会情勢によっては、生活困

窮者が増加することも考えられるた

め、セーフティーネットの役割を果た

せるよう、柔軟に戸数や設計を考える

こと。 

 

 今後の社会情勢や世帯数の動向を

考慮しながら、民間住宅の活用などに

より、必要な戸数を確保するととも

に、現在のサービス水準を維持し、セ

ーフティーネットの役割を果たして

いきたい。 

また、設計においては、移転対象者

のみならず、将来、若者世代や高齢者

等さまざまな入居者に対応できるよ

う、複数の住戸タイプを設けることと

している。 

（２） 

民間活用の 

検討について 

 

 市営住宅の整備については、導入の

仕方によってはＰＦＩを含めた民間

活用の余地があると思われる。特に、

管理部門を民間に代替させることや、

整備を行う地域の特性等に応じて、常

に検討すること。 

 

 今後の市営住宅の整備にあたって

は、施設の管理運営を含めたＰＦＩ

等、民間活用の可能性について検討し

たい。 

（３） 

入居者の 

居住環境への 

配慮について 

  

 建物が老朽化し、耐用年数も近づい

ているため、工期を守って事業を進め

ること。 

 周辺の国道や都市高速道路等の騒

音については、関係部局と協議の上、

調査を行い、必要に応じて防音施設等

を整備すること。 

 第２期工事を行う際は、第１期工事

で整備した住戸の入居者の居住環境

に配慮すること。 

 

 工期については、事業スケジュール

に沿って、計画的に進めていく。 

 また、周辺道路の騒音対策について

は、関係部局と協議の上、適切な対応

について検討する。 

 第２期工事中における、第１期工事

で整備した住戸の入居者の居住環境

については、極力低騒音、低振動の工

法を採用し、発生音・振動の抑制や仮

設工事による遮音対策を講じること

としている。 

 



春の町団地市営住宅整備事業に係る事業概要（公共事業事前評価調書）及び市の対応方

針（案）に関する市民意見（パブリックコメント）の募集結果について 

 

 

令和２年１２月１５日（火）から令和３年１月１５日（金）まで実施しました「事業概要（公

共事業事前評価調書）及び市の対応方針（案）」に対する市民意見（パブリックコメント）

の募集結果について、下記のとおり公表いたします。 

 

 

■意見募集結果 

 

 １ 実施時期 

 令和２年１２月１５日（火）から令和３年１月１５日（金）まで（３１日間） 

 

２ 意見提出状況 

 意見なし 

 

３ 問合せ先 

 建築都市局住宅整備課  担当：岩渕、上原  TEL 093-582-2548 


